
連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ労働相談センター 

札幌圏雇用センサス  ２０２１年５月の相談状況 

「 働くときの約束事―労働契約―を知り自分を守ろう！ 」 

 

 

１．労働相談の概況 
（１）相談件数について  

資料－１ 「２０２１年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 

資料－２ 「２０２１年５月 相談者数（雇用形態・男女、業種別）」 

資料－３ 「２０２１年５月 相談件数（雇用形態別）」 

 

   相談者数は８３人、相談件数は１２８件、一人当相談件数は１．５４件となりました。 

   対前月比は＋７人・＋１９件となり、一人当相談件数は＋０．１１Ｐとなっています。 

 

【相談者数・相談件数・一人当相談件数の比較】 

 
相談者（人） 相談件数（件） 

一人当相談件数

（件） 

２０２１年 ５月 ８３ １２８ １．５４ 

２０２１年 ４月 ７６ １０９ １．４３ 

２０２０年 ５月 ８０ １１６ １．４５ 

 

（２）雇用形態別相談者数及び件数について 

資料－２ 「２０２１年５月 相談者数（雇用形態・男女、業種別）」 

資料－３ 「２０２１年５月 相談件数（雇用形態別）」 

 

   相談者数８３人の内訳は、社員５４人、期限付雇用契約者（契約・パート・バイト・嘱託・

季節・派遣）２８人となっており、男女比では男性４９人・女性３４人となっています。 

   相談件数１２８件の内訳は、社員８３件、期限付雇用契約者（契約・パート・バイト・嘱託・

季節・派遣）４４件となっており、男女比では男性７４件・女性５４件となっています。 

 

【雇用形態別 相談者数（人）】 

 社員 契約 パート バイト 嘱託 季節 派遣 その他 合計 

男 ３９ ５  ４   １  ４９ 

女 １５ ６ ７    ５ １ ３４ 

計 ５４ １１ ７ ４ ０ ０ ６ １ ８３ 

 

【雇用形態別 相談件数（件）】 

 社員 契約 パート バイト 嘱託 季節 派遣 その他 合計 

男 ５９ ９  ５   １  ７４ 

女 ２４ １０ １０    ９ １ ５４ 

計 ８３ １９ １０ ５ ０ ０ １０ １ １２８ 

 

   相談者数を男女比でみた場合、男性の相談が多く、雇用形態別にみると男性は社員に、女性

は社員と期限付雇用契約者に分散しています。また相談件数も男性は社員に、女性は社員と期

限付雇用契約者に分散しています。 

 

 

 

 

 



（３）業種別相談状況について 

    資料－４ 「２０２１年 業種別 相談者数 月別集計」 

    資料－５ 「２０２１年５月 相談件数（業種別）」 

 

   業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次のとおりです。 

 相談者数 相談件数 

Ａ農林水産業   

Ｂ鉱業・採石業   

Ｃ建設・設計・重機業 ７ １０ 

Ｄ食品製造・加工業   

Ｅその他製造業   

Ｆエネルギー・水道業   

Ｇ通信・報道・ＩＴ業 ２ ３ 

Ｈ交通業    

Ｉ陸運・倉庫業 ８ １５ 

Ｊ卸・小売・飲食業 １５ ２３ 

Ｋ商品斡旋・リース業 １ ２ 

Ｌ金融・保険業  １ ２ 

Ｍ不動産業    

Ｎ医療・保健・医薬品業 ９ １３ 

Ｏ社会福祉・介護業 １２ １４ 

Ｐビル管理・警備業 ７ １０ 

Ｑ労働者派遣業   

Ｒ教育・学習支援業 ３ ５ 

Ｓ会計・行政・法律事務所   

Ｔ宿泊・娯楽業 ３ ５ 

Ｕ複合サービス業   

Ｖその他サービス業 １３ ２４ 

Ｗ廃棄物処理業   

Ｘ公務・公共サービス   

Ｙ分類不能・その他 ２ ２ 

 

相談者数、相談件数共に、「卸・小売・飲食業」「その他サービス業」「社会福祉・介護業」 

に集中しています。 

 

（４）相談内容について 

    資料－３ 「２０２１年５月 相談件数（雇用形態別）」 

資料－６ 「２０２１年 月別集計 相談件数（相談項目別）」 

①  相談項目別の相談件数の分布は次のとおりです。 

  「労働組合関係」 ０件 

「労働契約関係」３２件（就業規則・雇用契約 25件、配転・出向 1件、その他 6件） 

「賃金関係」  ２８件（不払残業・割増賃金 13件、賃金未払 4件、一時金 1件、最低賃金 1件 

その他 9件） 

「労働時間関係」１６件（年次有給休暇 10件、長時間労働 3件、休日・休憩 1件、その他 2件） 

「雇用関係」  １５件（解雇・退職強要・契約打切 10件、合理化・倒産 2 件、休業補償 1件、 

その他 1件） 

「退職関係」   ８件（退職金・退職手続 4件、その他 4件） 

「保険・税関係」１２件（雇用保険・労災保険 6件、健保・年金 2件、税金 1件、その他 3件） 

「安全衛生」   ６件（労働災害 3件、安全衛生 1件、その他 2件） 

「差別など」   ７件（嫌がらせ・パワハラ 5件、男女差別 1件、セクハラ 1件） 

「その他」    ４件（経営問題・労務管理 2件、その他 2件） 

 



労働契約関係では、「就業規則・雇用契約」に集中しています。 

賃金関係では、「不払残業・割増賃金」となっており、労働時間関係の相談は、「年次有給休

暇」に集中しています 

 

  ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると次のとおり分布されます。 

 

 社員 契約 パート バイト 嘱託 季節 派遣 その他 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

組合                 0 0 

契約 16 6 1 2  3        4   17 15 

賃金 10 5 3 1  3 3      1 2   17 11 

時間 6 4 2   4           8 8 

雇用 10 1 1 2          1   11 4 

退職 4 2  1          1   4 4 

保険 3 2 2 3   2          7 5 

安全 5             1   5 1 

差別 4 2  1             4 3 

 他 1 2              1 1 3 

 計 59 24 9 10  10 5      1 9  1 74 54 

 

   「社員」の抱える相談項目が８３件と相談件数全体の６５％を占めています。 

   「期限付雇用契約者（契約・パート・バイト・嘱託・季節・派遣）」は４４件で相談件数 

全体の３４％を占めています。 

 

 

（５）違法件数について 

資料－３ 「２０２１年５月 相談件数（雇用形態別）」 

資料－７ 「２０２１年 月別集計 違法件数（相談項目別）」 

 

    ８３人から寄せられた１２８件の相談中、違法と判断される項目は５３件となっています。 

    ４１．４％が違法という状況です。５３件の主な内訳は次のとおりです。 

 

【項目別違法件数の分布】 

項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

労動組合関係 ０件 ０．０％ ０件 

労動契約関係 １１件 ３４．４％ ３２件 

賃金関係 ２０件 ７１．４％ ２８件 

労動時間関係 ７件 ４３．８％ １６件 

雇用関係 ７件 ４６．７％ １５件 

退職関係  ０件 ０．０％ ８件 

保険・税 ３件 ２５．０％ １２件 

安全衛生 １件 １６．７％ ６件 

差別 ４件 ５７．１％ ７件 

その他 ０件  ０．０％ ４件 

総 数 ５３件 ４１．４％ １２８件 

 

 

 



２．雇用情勢について 

 

   ５月の相談状況は、相談者数・相談件数ともに対前年を上回りました。一人当たりの相談件

数も１．５４件と対前年を上回り、相談者が抱える相談項目の多重化傾向が強まっていること

が読み取れます。 

   正社員男性からの相談が最も多く、相談内容は「労働契約関係（就業規則・雇用契約）」「賃

金関係（不払残業・割増賃金）」「労働時間関係（年次有給休暇）」に集中しました。男女比では

男性・女性ともに社員と期限付雇用契約者（契約・パート）に分散しています。 

違法率は４１．４％となっており、「賃金関係（不払残業・割増賃金）」「差別など（嫌がら

せ・パワハラ）」の項目で高い数値となっています。 

業種別相談状況では、「卸・小売・飲食業」「その他サービス業」「社会福祉・介護業」に相談

者数・相談件数が集中しています。 

  

 北海道労働局の統計によると、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響で、２０２０年度の

倒産や解雇などの事業主都合による離職者数が、前年同期比で 2割強増えました。また、厚生

労働省の毎月勤労統計調査では、残業代の減少幅が最大となったと公表されました。しかし、

本来事業主都合による退職理由が本人都合によるものとされる事例も散見されています。また、

労働相談が多く寄せられている、「労働契約関係（就業規則・雇用契約）」では、事業主が一方

的に不利益変更を強行する状況が続いています。その背景に、コロナ禍に紛れて従業員への十

分な説明もなく就業規則や雇用契約の変更、そして人手不足の常態化に伴う不払残業・年次有

給休暇の取得拒否などの労働強化が目立っています。 

  

 一方、政府の新型コロナウイルス対策で中小企業への一時支援金の給付が予算の２割にとど

まっていることが明らかになりました。そもそも無駄な予算だったのか、制度設計が実態に合

わずに必要な支援が行き届かなかったのであれば問題です。厳しい現状を乗り切るためには、

地域・職場・労使一体となって知恵を出し合うことが必要です。 

ひとりで悩まず、まず相談を！関係機関（労働組合・労働局・弁護士）に相談してください。 

 


